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基本施策１―1 

基本施策１「健康増進」 

♦１．ふなばし健やかプラン２１                   

【健康政策課】 

「ふなばし健やかプラン２１」は、健康増進法に基づく市町村健康増進計画で、市民一人ひとりが生活

習慣の改善やこころの健康づくり等に取り組むため、市民と行政が一体となり、協働で推進する計画です。

平成 17 年に「ＱＯＬ（生活の質）の向上」を基本理念とする第 1 次計画を、平成 27 年に「誰もが、健や

かに、自分らしく生きがいをもって生活できるまち」を基本理念とする第 2 次計画「ふなばし健やかプラ

ン２１（第 2次）」を策定しました。 

第 2次計画は、計画の基本理念や大目標の「健康寿命の延伸、主観的健康感の向上、生活満足度の向上」

などの基本的な方向を示した「基本計画」と、基本計画を実現するためにテーマごとの方向性を示した「分

野別計画（前期・後期）」からなり、食育基本法に基づく市町村食育推進計画を包含しています。 

令和元年度に中間評価を行い、令和 2 年に生活習慣の改善に重要な「栄養・食生活」「身体活動・運動」

「休養」「喫煙・飲酒」「歯・口腔」の 5つの分野からなる「ふなばし健やかプラン２１（第 2次）後期分野

別計画」（令和 2年度～令和 6年度）を策定しました。 

令和 7年 3月策定の「ふなばし健やかプラン２１（第3次）」（令和 7年度～令和 18年度）では、少子高

齢化の進展や人口減少、独居世帯の増加、女性の社会進出、多様な働き方等により変化する社会とともに

多様化・複雑化する健康課題を解決するため、本市の心身の健康づくりの総合的な指針として、「ふなばし

健やかプラン２１」と「船橋市自殺対策計画」を統合し、「健康増進計画」、「自殺対策計画」、「食育推進計

画」を一体的に策定し、「誰もが健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」を基本理念に掲げ、

「健康寿命の延伸」及び「自殺死亡率の減少」を目指し、個人の行動と健康状態の改善、社会環境の質の向

上やライフコースアプローチを踏まえた健康づくりに取り組み、誰一人取り残さない健康づくりの展開と

より実効性をもつ取組を推進します。 

 

♦２．船橋市自殺対策計画               
【健康政策課】 

本市の自殺対策は、平成 22年から「船橋市自殺対策連絡会議」を設置し、自殺の実態把握や関係機関の

活動情報交換と相互連携等、自殺対策の総合的な推進を図ってきましたが、さらなる対策強化のため、平

成 31 年 3 月に自殺対策基本法に基づく「船橋市自殺対策計画」（平成 31 年度～令和 5 年度）を策定、「誰

も自殺に追い込まれることのない 生きる道をつなぐ船橋市」を基本方針として、生きることの包括的な

支援や関連施策との有機的な連携、関係者の役割の明確化などを図り、誰も自殺に追い込まれることのな

い社会の実現を目指しています。 

「船橋市自殺対策計画」は計画終期を令和 6 年度とする計画期間延長を実施した後、令和 7 年 3 月策定

の「ふなばし健やかプラン２１（第３次）」に統合しました。併せて、「船橋市自殺対策連絡会議」は、令和

6年 4月設置の「ふなばし健やかプラン２１推進協議会」に統合しました。 
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３．保健所の設置 

【保健総務課】 

保健所は、地域保健法に基づき設置される地域住民の健康を支える中核となる施設です。市では、中核

市移行に伴い、平成 15年 4月 1日に市独自の保健所を設置しました。疾病の予防、衛生の向上など、地域

住民の健康の保持増進に関する業務を行っています。 

施設の概要 

所在地    船橋市北本町 1-16-55 

開設年月日  平成 15年 4月 1日(平成 27年 10 月 1日に現在の所在地へ移転) 

 

４．船橋市地域保健推進協議会の開催 

【保健総務課】 

地域保健対策を総合的に推進するための事項及び保健所の運営等に関することを協議するため、船橋市

地域保健推進協議会を開催しています。委員は、学識経験者・各種関係団体代表者・関係行政機関職員等

で構成され、任期は 2年です。 

会議の開催状況 

開催年月 主な協議内容 

令和 7年 1月 

災害対策について、「船橋市新型インフルエンザ等対策行動計画」

の改定について、船橋市衛生試験所について、近年の食中毒の傾向

とその対策について、地域保健対策に関する主要な事業の実施報告

について 

 

５．保健センターの設置 

【地域保健課】 

本市では、健康の保持増進や生活習慣病予防に関する啓発、妊娠・出産・子育てに関する相談や支援、乳

幼児健診等保健サービスを総合的に実施する拠点として、市内の４か所に保健センターを設置し、市民の

身近な場で保健師・栄養士・歯科衛生士等の専門職が、生涯を通じた健康づくりを目指した施策を推進し

ています。 

 (1)中央保健センター 

  所在地    船橋市北本町 1-16-55(保健福祉センター内) 

  開設年月日  昭和 48年 10月 1日(平成 27年 10月 1日に現在の所在地へ移転） 

(2)東部保健センター 

  所在地    船橋市薬円台 5-31-1(社会福祉会館内) 

  開設年月日  昭和 59年 4月 1日 

(3)北部保健センター 

  所在地    船橋市三咲 7-24-1(北部福祉会館内) 

  開設年月日  平成 6年 4月 1日 

(4)西部保健センター 

  所在地    船橋市本郷町 457-1(西部消防保健センター内) 

  開設年月日  平成 17年 4月 1日  
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基本施策１―3 

施策１「健康づくり」 

 

１．ふなばし健康フォーラム 

【健康政策課】 

ふなばし健やかプラン21を推進するため、ふなばし健やかプラン21市民運動推進会議との共催により、

市民とともに健康づくりについて考える機会として、平成 18年度から開催しています。 

開催概要 

年度 テーマ 講師 会場 参加者数 

（） 

4 

「未来に向けて今、やるべき

こと～SDGs に取り組む企業

から学ぶ～」 

 

「あなたに元気な毎日を。は

じめよう、免疫ケア習慣！」 

ガラスリソーシング株式会社  

営業グループ課長  

大網 将史 氏 

 

キリンホールディングス株式会社  

ヘルスサイエンス事業部  

神谷 芳隆 氏 

宮本公民

館 2階 

講堂 

20 人 

5 

骨の健康生活はじめません

か～若い人にも知ってほし

い骨粗しょう症～ 

ＪＣＨＯ 船橋中央病院 

骨粗鬆症センター 

整形外科 山下正臣  医師 

歯科口腔外科 鈴木理絵 医師 

理学療法士 桑原氏 鈴木氏 

船橋市民

文化創造

館（きら

ら ホ ー

ル） 

56 人 

6 

かむかむエブリバディ！ 

食べて噛んで元気になろ

う！ 

”8029（ハチマル肉）運動” 

①8029（ハチマルニク）を知ってオーラ

ルフレイルを予防しよう！ 

千葉県歯科医師会 8029・ 

健康寿命延伸委員会幹事 

歯科医師 飯島 美智子 氏 

 

②たんぱく質の基本とおすすめレシピ 

船橋市栄養士会 会長  

管理栄養士 加藤 寿美 氏 

中央公民

館 6階 

講堂 

72 人 

 

 

２．ふなばし健康まつり 

【地域保健課】 

 船橋市の健康増進計画「ふなばし健やかプラン 21」の推進のため、広く市民に健康づくりの動機付けと

なる健康関連情報の提供や軽スポーツ体験、レクリエーション等を行うことで、自分の体の状態を実感し

たり、家族や仲間との絆を深めたりしてもらうことを目的に開催しています。 

開催概要 

年度 テーマ 会場 来場人数 出展数（団体） 

4★1 さいかい イオンモール船橋 4,000 27 

5 たのしむ 船橋市運動公園 6,000 40 

 6 わ 船橋市運動公園 8,384 39 
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３．ふなばし健康ポイント事業 

【地域保健課】 

 健康寿命の延伸を目的に、健康に関心のある人だけでなく、健康に無関心な人や運動習慣のない人も健

康づくりに取り組む動機づけとなるよう、ウォーキングや体操等の活動に対してポイントが加算され、様々

な特典が得られる事業です。 

参加登録者数             

年度 無償活動量計 有償活動量計 アプリ ＩＣカード 合 計 

4 1,748 177 3,848 90 5,863 

5 1,700 187 4,697 93 6,677 

6 1,664 187 5,556 89 7,496 

 

４．成人健康教育 

【地域保健課】 
(1) 糖尿病教室  

糖尿病は、日常生活と食生活の改善が大切であり、生活習慣改善により参加者の健康増進、疾病の予

防、合併症の予防のために、糖尿病教室を実施しています。 

(2) 健康講座 

生涯にわたる健康づくりを多角的にとらえ、その時代に沿った内容の教室を実施しています。 

(3) 地区健康教育 

健康づくりや生活習慣病予防などの啓発の一環として、町会・自治会、公民館などの協力を得ながら

地区住民の要望をとり入れて、地区健康教育を企画実施しています。 

(4) 運動教室 

適度な運動を習慣化することにより、生活習慣病の予防と改善を促し、ストレスの解消や体調を整え

るなど健康の保持増進を目指しています。 

実施回数・延参加者数 

年度 糖尿病教室 健康講座 地区健康教育 運動教室 

4 
実施回数 9 15 116 96 

参加者数 91 175 1,916 1,341 

5 
実施回数 9 15 194 96  

参加者数 109 188 4,265 1,410 

6 
実施回数 9 15 307 96 

参加者数 136 252 8,279 1,554 
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５．公園を活用した健康づくり事業 

【地域保健課】 

 市民が身近な公園で手軽にできる運動習慣を身につけ、自主的な健康づくりが推進されるよう、自治会

及び市民団体等の協力により実施しています。 

実施回数・延参加者数 

年度 実施回数 延参加者数 

4 6,844 178,050 

5 7,203 175,909 

6 7,601 175,016 

 

６．地域・職域連携推進事業 

【地域保健課】 

地域保健と職域保健の連携を図り、地域の生活習慣病の予防及び健康寿命の延伸を図るため、生涯を通

じた継続的な保健サービスの提供及び健康管理体制を整備・構築します。 

                      実施回数  

年度 協議会 作業部会 

4 1 1 

5 1 1 

6 1 1 

            

７．自殺対策事業 

【地域保健課】 

(1)ゲートキーパー研修 

悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴き、必要な相談先へつなげ、見守る人を養成するゲートキ

ーパー研修等を行うことで、市民や相談支援者の自殺予防の意識を高め、自殺対策を推進しています。 

実施回数・延参加者数 

年度 実施回数 延参加者数 

4 5 10,184 

5 5 10,429 

6 8 10,534 

※令和 6年度から、健康教育事業（出前講座等）の実績も計上 

 

 (2) SNS 相談＠船橋 

  心身の不調や生活の不安などを SNS で相談できるよう、令和 2年 7月から LINE を活用した SNS 相談事

業を開始しました。 
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                    延相談成立者数 

年度 4 5 6 

延相談成立者数 1,934 1,827 993 

 

８．受動喫煙防止対策事業                      

【地域保健課】 

 望まない受動喫煙をなくすため、市民や事業所へ周知啓発を行うとともに、義務違反内容を把握した場

合は適切な助言指導・勧告等を行います。 

                     相談対応件数 

年度 4 5 6 

相談対応件数 128 71 87 

                           

９．成人栄養保健事業（成人保健事業における栄養部門抜粋） 

【地域保健課】 

 健康的な生活習慣を確立するために、健康教育・まちづくり出前講座や健康相談などの各事業を通し

て、健康増進及び生活習慣病の予防を促すために栄養指導を行っています。 

また、保健事業の参加者等で必要と思われる方には、家庭を訪問し、栄養状態を把握したうえで、食生

活の改善と疾病の予防を図るために継続的な栄養指導を行っています。 

実施回数・延参加者数 

年度 

事業名 

4 5 6 

実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 

糖尿病教室 9 91 9 109 9 136 

成人地区健康教育 24 310 35 712 57 1,139 

成人地区栄養相談 1 2 8 118 24 448 

なんでも食事相談 20★1 46★1 21 51 41 105 

訪問栄養指導（面接等含） － 16 － 47 － 46 

窓口栄養相談 － 52 － 38 － 81 

ＣＫＤ講座 4 65 4 71 4 113 

女性のための健康講座 4 38 4 32 4 41 

ポピュレーションアプローチ －★2 －★2 －★2 －★2 74 199 

  



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策１―7 

１０．食育推進事業 

【地域保健課】 

(1）食育推進事業 

市民が食に対する関心と理解を深め、一人一人が自分自身で健康を守り、食の大切さを知ることを目

指し、関係機関と連携の上、食習慣の見直しや生活習慣病予防に関する知識等の普及啓発を実施してい

ます。また、乳幼児期に食べ方の情報提供を行うことで口腔機能の発達を支援しています。 

実施回数・延参加者数 

            年度 

事業名 

4 5 6 

実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 

食育ミニ相談 －★2 －★2 36 205 71 461 

食育講座 24★1 184★1 47 366 59 354 

3～6歳児・歯っぴいフッ

化物塗布事業 
－★2 －★2 2 201 2 122 

シェフズクッキング 

（動画にて公開） 
－ 301 － 285 － 291 

健康づくり公開講座 1★1 25★1 1 83 1 66 

健康まつり等イベント 5 276 2 290 4 447 

※シェフズクッキング参加者数は各年度 3月 31日現在の動画再生回数。 

 

（2）食育展 

市内における食育を推進するため、庁内食育関係各課及び市内食育関係団体等との連携により、6月の

食育月間にパネル展示やイベント等による食育展を開催しています。 

食育展期間中に実施した主なイベントとその来場者数 

年度 イベント参加者数 イベント内容 出展数 

4 185 船橋産物の即売会、ベジチェック、フードドライブ 9課・8団体 

5 352 
船橋産物の即売会、ベジチェック、東京湾回転寿司、

フードドライブ 
9 課・7団体 

6 423 
船橋産物の即売会、ベジチェック、潮干狩り体験、 

フードドライブ、適塩みそ汁の試飲体験 
10 課・7団体 

※令和 4年度のイベント参加者数はベジチェックの参加者。           
※令和 5年度のイベント参加者数は東京湾回転寿司サンプル展示の参加者。 

※令和 6年度のイベント参加者数は潮干狩り体験、適塩みそ汁の試飲体験の参加者。 
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１１．食環境整備事業（「ふなばしＭＯＲＥベジ協力店」推進事業） 

【地域保健課】 

市民の野菜摂取量の増加につながる取組を行う飲食店等を「ふなばしＭＯＲＥべジ協力店」として登録

し、旬の野菜や船橋産の農産物を摂取しやすい環境整備の推進を図り、市民の健康づくりを支援していま

す。 

登録店舗数 

年度 4 5 6 

登録店舗数 105 109 113 

 

１２．食生活改善推進事業                       

【地域保健課】 

自らが栄養・運動・休養の生活習慣に関する知識を身につけ、地域で活動する食生活サポーターを養成

し、行政と協働で地域の食生活改善及び食文化等の啓発活動を実施しています。 

実施回数・延参加者数 

       年度  

事業名 

4★1 5 6 

実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 

食生活サポーター 

養成講座・研修会 
17 97 25 221 26 232 

食生活サポーターの活動 79 1,261 64 1,647 58 2,131 

 ※令和 4 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により縮小して実施したが、実施回数は家庭に訪問し

個別に資料配布を行った場合も計上した。 

 

１３．歯・口の健康啓発事業 

【地域保健課】 
生涯にわたり、自分の歯で食事が出来るように歯の健康づくりを推進しています。 

                      参加者数  

年度 4 5 6 

高齢者のよい歯のコンクール参加者数 22 16 24 

親と子のよい歯のコンクール参加者数 －★2 －★2 － 

歯・口の健康啓発標語作品総数 2,008★1 2,641 2,581 

健康まつり等参加者数 215 153 140 

     ※親と子のよい歯のコンクールは令和 5年 11月の厚生労働省からの通知により廃止。 

 

１４．成人健康相談 

【地域保健課】 

生活習慣病予防や健康づくりなど、健康全般について個別に相談を行っています。各公民館、自治会

館、集会所等で実施しているものもあります。 
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★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策１―9 

実施回数・延相談者数 

年度 
4 

 

5 

 

6 
 

 

実施回数 相談者数 実施回数 相談者数 実施回数 相談者数 

成人健康相談 196 512 

 

230 1,313 

 

313 1,872 

 

１５．成人家庭訪問                           
                                 【地域保健課】 

保健師による家庭訪問事業 

訪問指導を必要とする家庭に保健師が訪問し、健康の保持増進、疾病の予防、疾病の早期発見、正し

い療養の仕方などについて対象に合わせた保健指導を実施しています。 

            延訪問指導者数 

年度 4 5 6 

延訪問指導者数 20 26 57 

 

１６．ふなばしシルバーリハビリ体操普及事業 
【健康づくり課】 

健康寿命の延伸を図ることを目的として、平成 27年度からシルバーリハビリ体操推進事業を実施してい

ます。シルバーリハビリ体操は、市民一人一人が無理なく始められ、誰にでもできる体操です。さらに市民

自らが体操の指導士となり、指導士となった市民が他の市民に体操を教えることが大きな特徴です。一人

で行うのではなく、体操を通じて、市民自らの健康寿命の延伸を図るとともに、市民相互に支えあって地

域の健康づくりと介護予防に取り組むことを目的としています。 

 
(1)体操普及事業                                         

① 市職員及び体操指導士による体操教室 

ふなばしシルバーリハビリ体操教室を全公民館等で実施しています。 

体操（体験）教室 実施状況 

年度 公民館等 出前講座 その他 合 計 

4★1 
実施回数 127 8 1 136 

参加人数 2,565 197 55 2,817 

5 
実施回数 292 21 2 315 

参加人数 9,127 539 47 9,713 

6 
実施回数 323 9 4 336 

参加人数 11,867 178 203 12,248 
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基本施策１―10 

② 体操指導士主催による体操教室 

指導士主催体操教室 実施状況 

年度 開催団体数 指導士（人） 参加人数 

4★1 60 3,163 11,489 

5 75 4,079 18,417 

6 81 4,335 20,265 

 

(2)体操指導士養成事業 

① 初級指導士養成 

・初級指導士養成講習会の開催。平日 5 コースを年間 5 回程度実施しています。また、活動できていな

い指導士も含め全指導士向けのスキルアップ研修会（任意参加）も開催していいます。 

・体操指導士は、無償のボランティアとして活動することを基本とし、地域での体操の普及に取り組ん

でいます。 

初級指導士 認定者 

 

 

 

 

 

 

(※)令和 4年度は、令和 3年度の補講のみを実施 

 

② 上級指導士養成 

・上級指導士養成講習会 1コースの開催で、平成 30年度に 10名、令和 6年度に 5名認定しました。（令

和 3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止） 

・上級指導士の養成は、3年に 1回実施予定です。 

 ・地域での体操の普及に取り組み、初級指導士の育成も行っております。 

 

  

年度 性別 人数 合 計 

4★2 
指導士（男） － 

3(※) 
指導士（女） 3(※) 

5 
指導士（男） 12 

67 
指導士（女） 55 

6 
指導士（男） 27 

86 
指導士（女） 59 
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★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策１―11 

１７．栄養指導事業 

【保健総務課】  

特定給食施設等に対し、栄養管理の質の向上を図るため、個別巡回指導を行うとともに、設置者、管

理者及び従事者を対象とした研修会を実施しています。 

また、国民の身体状況や栄養摂取量等の状況を明らかにし、国民の健康増進の総合的な推進を図る基

礎資料を得るため、健康増進法に基づき国民健康・栄養調査(11 月)などの統計調査を実施しています。 

さらに、食品の栄養成分表示や虚偽誇大表示等の相談並びに指導等を行います。 

《令和 6年国民健康・栄養調査実施状況》 

     調査地区   1地区 

     対象世帯   31 世帯 

     実施世帯    9 世帯 

個別巡回指導実施状況 

年度 
4★1 5 6 

施設数 指導施設数★1 施設数 指導施設数 施設数 指導施設数 

学校 99 29 98 33 98 29 

病院 22 0 22 22 22 22 

介護老人保健施設 14 1 13 6 13 2 

介護医療院 0 0 0 0 0 0 

老人福祉施設 30 4 31 9 31 9 

児童福祉施設 87 9 88 24 88 23 

社会福祉施設 4 1 4 0 4 2 

事業所 28 1 26 10 25 5 

寄宿舎 0 0 0 0 0 0 

矯正施設 0 0 0 0 0 0 

自衛隊 1 0 1 1 1 0 

一般給食センター 0 0 0 0 0 0 

その他 17 2 17 3 17 4 

 
        集団指導実施状況 

年度 実施回数 参加延べ施設数 

4★2 - - 

5 2 36 

6 2 104 

 
食品に関する相談・指導         (単位：件) 

年度 4 5 6 

特別用途食品及び特定保健用食品(※1) 0(0) 0(0) 0(0) 

食品表示(保健事項)(※2) 21 25 19 

虚偽誇大広告について 3 0 1 

※1 ( )内は、特定保健用食品再掲です。 

※2 食品表示(保健事項)には栄養機能食品、機能性表示食品を含みます。 
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基本施策 1―12 

施策２「疾病予防対策の充実」 

 

１．3～6歳児・歯っぴいフッ化物塗布事業 

【地域保健課】 

各保健センターにおいて、夏休みの期間を利用して、3歳から就学前までの幼児を対象に歯科健診及び指

導や相談を行うとともにフッ化物歯面塗布（希望者）を実施しています。 

併せて保護者に対しても歯科健診及び指導を行い、口腔疾患の予防啓発を推進しています。 

   実施回数・参加者数       

年度 実施回数 幼児数 保護者数 

4★2 － － － 

5 2 109 100 

6 2 60 54 

                          

２．フッ化物洗口事業 

【地域保健課】 

歯の生え変わりの時期にフッ化物による洗口を集団的、継続的に実施することにより、永久歯の健康の

保持増進を図るため、小学校において実施学年の希望する児童に週 1回実施いたします。 

実施状況 

年度 4 5 6 

施設数 26 54 55 

クラス数 440 949 989 

フッ化物洗口実施者数 12,746 27,242 27,782 

歯科衛生士の健康教育回数  72 143 107 

健康教育受講者延数（保護者を含む） 18,693 34,682 11,923 

 

３．巡回歯科指導 

【地域保健課】 

(1) 私立保育園・認定こども園・私立幼稚園歯科指導 

市内の私立保育園・認定こども園・私立幼稚園の園児を対象に歯みがき指導を行っています。 

(2) マザーズホーム等歯科指導及び歯科健診                    

 東・西簡易マザーズホーム・親子教室等に通園している児に歯科健診・歯みがき指導等を行い、希望者に 

はフッ化物歯面塗布も併せて行っています。 

特別支援学校においては、小・中・高等部の児童・生徒に対し、歯みがき指導を実施しています。  
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基本施策 1―13 

実施回数・指導者数 

年度 

事業名 
4 5 6 

実施回数 実施人数 実施回数 実施人数 実施回数 実施人数 

私立保育園・認定こども園 

歯科指導 
39 1,065 30 816 46 1,333 

私立幼稚園歯科指導 11 689 10 510 4 210 

市立特別支援学校歯科指導 2 165 2 78 2 82 

マザーズホーム歯科健診 4 33 4 36 4 31 

ひまわり・たんぽぽ親子教室

歯科健診 
8 97 8 81 4 49 

※ 令和 4年度特別支援学校は児童・生徒ではなく教員に歯科保健指導を実施 

 

４．歯科衛生士による家庭訪問事業 

【地域保健課】 

訪問指導を必要とする幼児等への歯に関する相談（面接・電話・文書を含む）を行っています。 

指導延人数 

年度 4 5 6 

実施者数 166 75 54 

 

５．その他の歯科保健事業（他職種との協働歯科事業） 

【地域保健課】 

その他、各保健センター・地区においては保健師等と歯の健康づくりを目的として事業を実施していま

す。 

他職種との協働歯科事業 

※ その他、窓口歯科相談等実施している。 

 

 

 

年度 
4 5 6 

実施回数 実施人数 実施回数 実施人数 実施回数 実施人数 

4か月児健康相談 64★１ 744★1 119★1 1,859★1 132 2,110 

地区健康教育  
成人        31★1 413★1 45 651 54 1,099 

母子 17★1 308★1 32 596 26 576 

地区健康相談  
成人       5★1 8★1 1 2 1 5 

母子 20★1 110★1 30 196 27 174 

糖尿病教室 3★1 36★1 3 41 3 50 

食育講座 24★1 184★1 47 366 59 354 



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 1―14 

６．成人歯科健康診査 

【地域保健課】 

生涯における歯と口腔の健康を確保し、食生活をはじめとする日常生活の質の向上を図るため、成人期

からの切れ目のない歯・口腔疾患の予防支援策として、20歳・30歳・40歳・50歳・60歳・65歳・70歳の

市民を対象に実施しています。 

                  受診者実績              （単位：人） 

年度 受診者数 異常なし 要指導 要精密･要治療 

4 3,429 266 867 2,296 

5 3,190 279 

 

 

788 2,123 

6 3,150 297 

 

 

789 2,064 

 

 

７．歯科健康診査 

【地域保健課】 

(1) 1 歳 6か月児健康診査                       

1 歳 6 か月児は、離乳完了後における食習慣の基礎づくりのスタートラインであり、嗜好の傾向が決

まる時期でもあります。また、口腔内では、乳歯もかなり萌出し、むし歯にかかりはじめる時期である

ため、歯科健診では、むし歯、歯の異常の発見、予防の指導及び相談を実施しています。 
 

(2) 幼児歯科指導  

①こどもの歯科相談 

0 歳～3歳未満までの乳・幼児にむし歯予防の相談を実施しています。 

②2歳 6か月児歯科健康診査 

2歳 6か月児を対象に歯科健康診査（フッ化物歯面塗布）を実施しています。  

(3) 3 歳児健康診査 

3 歳児は乳歯列が完成し、食事や間食の選択も自己主張できるようになり、乳歯のむし歯が急増する時

期にあたります。 

また、1人当たりのむし歯の本数も多くなることから、歯科健診ではむし歯の有無と同時に、要注意の

歯や指しゃぶり等による咬合の異常の発見、予防の指導及び相談を実施するとともに、併せて保護者の

口腔内観察も実施しています。 

(4) 妊婦歯科健康診査 

むし歯や歯周病など歯科疾患が重篤しやすい妊娠期に歯科健診の機会を設け、歯科疾患の早期発見と

予防を促すため、協力歯科医療機関で個別歯科健診を実施しています。 
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実施回数・受診者数 

年度 
4★1 5★1 6 

実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 

1歳 6か月児健康診査 72 3,533 74 3,884 75 3,863 

幼児歯科指導 

（こどもの歯科相談・2歳 6か月児

歯科健康診査） 

122 3,167 104 2,907 104 3,031 

3 歳児健康診査 

（保護者の口腔内観察） 
72 

3,761 
74 

4,155 
75 

3,894 

- - 808 

 

         妊婦歯科健康診査受診者実績     （単位：人） 

年度 受診者数 異常なし 要指導 要精密･要治療 

4 1,418 171 98 1,149 

5 1,432 185 78 1,169 

6 1,442 167 99 1,176 

                                                    

 

８．各種検診 

【健康づくり課】 

(1) 胃がん検診 

 40 歳以上の市民を対象に胃がんの早期発見の推進を図ることにより、がんの死亡率を減少させるこ

とを目的として実施しています。 

胃部エックス線検査 受診者実績   （単位：人） 

年度 受診者数 要精密検査 

4 2,569 188 

5 2,385 205 

6 2,100 181 

※ 40歳以上の偶数年齢が対象。     
  

胃部内視鏡検査 受診者実績       （単位：人） 

年度 受診者数 要精密検査 

4 

 

6,381 48 

5 

 

6,981 51 

6 

 

6,931 61 

※ 50歳以上の偶数年齢が対象。     
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基本施策 1―16 

(2) 子宮頸がん検診 

20 歳以上の女性市民を対象に子宮頸がんの早期発見の推進を図ることにより、がんの死亡率を減少さ

せることを目的として実施しています。 

受診者実績            （単位：人） 

年度 受診者数 要精密検査 

4 25,248 593 

5 26,357 616 

6 25,636 524 

            ※ 20 歳以上の偶数年齢が対象。         
                 

(3) 乳がん検診 

30 歳以上の女性市民を対象に乳がんの早期発見の推進を図ることにより、がんの死亡率を減少させ

ることを目的として実施しています。 

超音波検査 受診者実績     （単位：人） 

年度 受診者数 要精密検査 

4 4,709 121 

5 4,861 125 

6 4,608 113 

       ※ 30歳代の偶数年齢が対象。            
   

マンモグラフィ 受診者実績  (単位：人） 

年度 受診者数 要精密検査 

4 19,564 1,890 

5 21,097 2,090 

6 19,596 1,777 

        ※ 40歳以上の偶数年齢が対象。         

 

(4) 肺がん検診 

40 歳以上の市民を対象に肺がんの早期発見の推進を図ることにより、がんの死亡率を減少させるこ

とを目的として実施しています。 

受診者実績                     （単位：人） 

年度 受診者数 要精密検査 喀痰細胞診 

4 76,238 2,485 1,090 

5 76,824 2,642 1,249 

6 73,102 2,667 1,161 
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基本施策 1―17 

(5) 大腸がん検診 

40 歳以上の市民を対象に大腸がんの早期発見の推進を図ることにより、がんの死亡率を減少させる

ことを目的として実施しています。 

受診者実績             （単位：人） 

年度 受診者数 要精密検査 

4 65,327 4,480 

5 64,883 4,306 

6 62,238 4,232 

 

(6) 前立腺がん検診 

50 歳以上の 5歳刻みの年齢の男性市民を対象に前立腺がんの早期発見の推進を図ることにより、が

んの死亡率を減少させることを目的として実施しています。 

受診者実績             （単位：人） 

年度 受診者数 要精密検査 

4 5,879 710 

5 5,434 650 

6 4,982 642 

 

 (7) 肝炎ウイルス検診 

40 歳以上の市民（過去に肝炎ウイルス検診に相当する検診を受診した者は除く）を対象に肝炎ウイ

ルス検診の受診促進を図り、自身が感染の状況を認識し、必要に応じて医療機関で受診することによ

り、肝炎に関する健康障害を回避し、症状を軽減し、進行を遅延させることを目的として実施してい

ます。 

受診者実績                     （単位：人） 

年度 受診者数 
ＨＣＶ抗体 ＨＢs抗原 

陽性 陰性 陽性 陰性 

4 6,349 8 6,315 35 6,288 

5 6,582 10 6,549 26 6,527 

6 6,210 4  6,177 22 6,161 

 

(8) 風しん抗体検査 

妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性の配偶者等、抗体価の低い妊婦の配偶者等である市民を

対象に、風しんの抗体検査の促進を図ることにより、先天性風しん症候群の発症を防ぐことを目的と

して実施しています。 

受診者実績                     （単位：人） 

年度 受診者数 免疫なし 免疫あり 

4 975 458 517 

5 973 447 526 

6 997 472 525 



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 1―18 

 (9) 風しん抗体検査（追加的対策） 

 公的な定期予防接種を受ける機会がなかった昭和 37 年 4月 2日～昭和 54 年 4月 1日生まれの男性

市民を対象に、風しんの抗体検査の促進を図ることにより、風しんのまん延の予防及び先天性風しん

症候群の発症を防ぐことを目的として実施しています。 

受診者実績                     （単位：人） 

年度 受診者数 免疫なし 免疫あり 

4 2,848 562 2,286 

5 2,025 434 1,591 

6 1,661 361  1,300 

 

９．予防接種事業 

 【健康づくり課】                         

 予防接種法に基づき、ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎（ポリオ）・麻しん・風しん・日本脳炎・破

傷風・結核（ＢＣＧ）・Ｈｉｂ感染症（ヒブ）・肺炎球菌感染症（小児または高齢者がかかるものに限る）・

ヒトパピローマウイルス感染症（ＨＰＶ）・水痘・Ｂ型肝炎・ロタウイルス感染症・インフルエンザ・新型

コロナウイルス感染症の定期予防接種を実施しています。 

また、市独自に任意予防接種の費用助成を実施しており、１歳の子に対するおたふくかぜ任意予防接種

の費用助成や、風しんの抗体価が十分でない妊娠を希望する人等に対する風しん予防接種の費用助成等に

加えて、令和６年度より５０歳以上を対象とした帯状疱疹ワクチン任意予防接種の費用助成を開始しまし

た。 

乳幼児 接種者数 

年度 
三種混合 

※1 

四種混合 

※2 

五種混合 

※3 
ポリオ 

ＭＲ 

※4 
日本脳炎 ＢＣＧ 

4 1 16,776  2 9,154 16,725 4,280 

5 3 17,406  1 8,734 15,235 3,946 

6 2 5,360 11,127 1 8,592 14,435 3,943 

 

年度 ヒブ 
小児 

肺炎球菌 
水痘 Ｂ型肝炎 ロタウイルス おたふくかぜ 

4 16,768 16,768 8,179 12,430 9,842 4,265 

5 16,268 16,303 7,958 12,147 9,736 3,831 

6 4,714 15,940 7,884 11,807 9,493 3,697 
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児童・生徒等接種者数               高齢者等接種者数 

年度 日本脳炎 二種混合※5 ＨＰＶ※6 
   

年度 インフルエンザ 肺炎球菌※7 新型コロナ※8 

4 7,354 5,825 7,357 4 104,276 2,322  

5 6,225 4,736 10,110 5 102,420 3,219  

6 5,483 4,495 20,978 6 91,355 1,183 43,812 

 

【参考】新型コロナワクチン（令和 4・5年度に新たに接種を開始した主なもの） 

年度 内容 対象人数 接種人数 

4 秋開始接種 580,452 270,095 

5 
春開始接種 580,452 102,429 

秋開始接種 645,730 142,523 

 

 特別の理由による再接種費用助成事業利用者数 

年度 4 5 6 

利用者数 5 4 5 

 

 風しん予防接種費用助成事業利用者数 

年度 4 5 6 

利用者数 603 585 418 

 

成人接種者数 

年度 4 5 6 

風しん第 5期 494 375 282 

 

※1 三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風混合） 

※2 四種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ混合） 

※3 五種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ混合） 

※4 ＭＲ  （麻しん・風しん混合） 

※5 二種混合（ジフテリア・破傷風混合） 

※6 キャッチアップ接種（積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方を対象に実施する予防接種）

分を含む 

※7 任意接種含む 

※8 令和 5年度まで特例臨時接種として実施していた新型コロナウイルスワクチン接種について、令和 6

年度は、65歳以上の者等を対象者に定期接種として実施しました。 
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◆１０．第 4期船橋市国民健康保険特定健康診査等実施計画                   
【健康づくり課】 

高齢化の急速な進展に伴い、疾病全体に占める、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等といった生活習慣

病の割合が増加しています。生活習慣病の発症や重症化の予防に重点を置いた取り組みを行うことで、中

長期的な医療費の増加を抑えることができると考えられているため、「高齢者の医療の確保に関する法律」

により、内臓脂肪型肥満に着目した特定健康診査と、生活習慣病発症予防のための特定保健指導の実施及

び実施計画の策定が医療保険者※に義務づけられました。本市においては平成 20年 3月に第 1期、平成 25

年 3月に第 2期、平成 30年 3月に第 3期、令和 6年 3月に第 4期の船橋市国民健康保険特定健康診査等実

施計画を策定し、特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の目標達成に向け事業を実施しています。 

※ 医療保険者とは、健康保険組合や国民健康保険などの医療保険の運営主体。 

 

♦１１．第 3期船橋市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）                   

【健康づくり課】 

「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」にて、保険者が健康・医療情報を活用して

PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画を策定した上

で、保健事業の実施及び評価を行うものとしています。 

船橋市においても、被保険者の QOL（生活の質）の向上と健康寿命の延伸及び医療費の適正化を目指して

データ分析に基づく保健事業を展開し、PDCA サイクルに沿った継続的な事業を実施することを目的に、平

成 28（2016）年に第 1期、平成 30（2018）年に第 2期、令和 6（2024）年に第 3期船橋市国民健康保険保

健事業実施計画（データヘルス計画）を策定し、推進に取り組んでいます。 
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１２．特定健康診査・特定保健指導 

【健康づくり課】 

船橋市国保の特定健康診査・特定保健指導の目標値（単位：％） 

年度 特定健康診査受診率 特定保健指導実施率 

4 58 55 

5 60 60 

6 50 35 

※ 令和 4～5年度は第 3期「船橋市国民健康保険特定健康診査等実施計画」より 

※ 令和 6年度は第 4期「船橋市国民健康保険特定健康診査等実施計画」より 

 

船橋市国保の特定健康診査・特定保健指導実績 

年度 

特定健康診査 特定保健指導 

対象者数 受診者数 
受診率 

（％） 
対象者数 実施者数 

実施率 

（％） 

4 72,336 30,328 41.9 3,216 970 30.2 

5 68,747 28,444 41.4 3,051 886 29.0 

6 65,200 26,345 40.4 2,771 925 33.4 
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施策３「健康危機管理の強化」 

♦１．船橋市業務継続計画（BCP）【新型インフルエンザ等編】 

【健康危機対策課】 

病原性が高く感染力が強い新型インフルエンザ等が発生した場合、職員本人やその家族のり患等により、

平常時と同様の業務実施が困難となることが想定されます。このような状況においても、新型インフルエ

ンザ等対応業務に加え、優先度の高い通常業務を継続し、市民生活への影響をできる限り軽減するため、

業務継続計画（BCP)【新型インフルエンザ等編】［初版］を策定しました。 

 

♦２．船橋市新型インフルエンザ等対策行動計画 

【健康危機対策課】 

新型インフルエンザ等の発生に備えて対策の充実・強化を図るため、平成 25年 4月に施行された新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法第 8 条第 1 項の規定に基づく市町村行動計画として「船橋市新型インフル

エンザ等対策行動計画」を策定し、平成 30 年 11 月に国及び千葉県の行動計画が改定されたことに伴い、

市行動計画を改定しました。 

なお、令和 6 年度に国及び千葉県の行動計画が改定されたことから、市行動計画の改定に着手しており

ます。 

 

♦３．船橋市感染症の予防のための施策の実施に関する計画（船橋市感染症予防計画） 

【健康危機対策課】 

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、次の感染症危機に備えるため、「感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律」が改正されました。 

 この改正により、従前は都道府県のみが定めていた感染症の予防計画について、保健所設置市において

も都道府県の計画に即して策定することが義務付けられたことから、令和 6年 4月 1日に策定しました。 

 

４．健康危機管理対策                   

【健康危機対策課】 

感染症、食中毒、医薬品、飲料水、毒物劇物その他何らかの原因により住民の生命や健康を脅かす健康被

害について、その発生予防に努めるとともに、発生時には被害の拡大を抑えるため情報の収集及び提供、

医療救護、防疫等の対策を図ります。 

また、平時より地域の医療機関や県等との連携を図り、健康危機管理体制の整備に努めています。 
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５．結核予防対策 
【健康危機対策課】 

（1）結核予防事業 

結核対策は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、疫学調査、健康診

断、患者管理、服薬支援(ＤＯＴＳ)、結核医療、発生動向調査等、一連の対策を行っています。 

結核予防事業実績 

年 
新登録患者

(人) 

年末登録 

患者（人）  

保健指導数 接触者健診 

訪問 

(件) 

面接等 

(件) 

対象者

（人） 

要医療 

（人） 

4 46 124 108 1,949 371 2 

5 55 117 183 2,151 287 1 

6 50 104 165 2,776 225 2 

※新登録患者、年末登録患者は国の統計に合わせて暦年（1月 1日～12月 31日）で表示。 

※保健指導数と接触者健診は各年度の実績数。 

 

① 結核対策研修会の実施 

目的：高齢者の結核における特徴や基礎知識の普及 

    開催日：令和 6年 10月 10日（木） 

講師：船橋中央病院 呼吸器内科部長 石川 哲 

実施場所：船橋市保健福祉センター 3階健康診査室              

参加人数：高齢者施設の施設職員等 29名 

 

（2）結核検診 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、65歳以上の市民を対象に胸部

エックス線検査を実施しています。 

                  受診者実績           (単位：人) 

年 

65 歳以上の市民 

受診者数 
異常なし 

（精検不要） 
要精検 

4 8 8 0 

5 7 5 2 

6 4 4 0 
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６．感染症予防対策 

【健康危機対策課】 

(1) 感染症予防事業 

感染症の予防及び発生時のまん延防止のため、保健指導に加えて、患者の人権に配慮しながら感染症

に関する情報の発信や知識普及を行い、市民の安全な生活を守ります。 

                  感染症予防事業実績             

年 

発生状況(人) 保健指導数(件) 

細菌性赤痢 
腸管出血性 

大腸菌感染症 
コレラ 

腸チフス 

パラチフス 
その他※ 訪問数 面接等 

4  0 31  0  0 73 33 2,412 

5  0 21  0 0 110 33 4,370 

6 1 37 0 0 131 34 3,743 

※発生状況は国の統計に合せて暦年（1月 1日～12月 31日）で表示。 

※保健指導数は各年度の実績数。 

※「その他」は 4類（レジオネラ症等）、5類（梅毒、急性脳炎、百日咳等）の感染症。 

① 蚊媒介感染症に関する蚊の密度及びウイルス保有調査 

     デング熱に代表される蚊媒介感染症の平常時対策として、蚊を捕獲して定期的な媒介蚊の発生

状況やウイルス保有状況の調査を実施しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、令

和 2年度から 5年度まで調査を中止しましたが、令和 6年度から再開しています。 

 

② 「0(ゼロ)のつく日はボウフラ・ゼロ」運動の実施 

     デング熱などの感染症を媒介する蚊の発生予防のため、4月から 8月の毎月 10日・20日・30日

はヒトスジシマカなどの蚊の幼虫の発生源をなくす取り組みを実施し、市民にも行っていただけ

るように周知啓発をしています。 

 

   ③ 感染症対策研修会の実施 

感染症対策研修会（施設管理者向け）の実施 

目  的：講義やグループワークを通じて、各高齢者施設で実施している感染症対策の課題等を

認識し、感染症の発生、拡大予防のために取り組むべき感染症対策を見直す機会を提

供する。 

開 催 日：令和 6年 11月 11日（月） 

実施場所：船橋市役所 11階大会議室 

講  師：保健所職員、感染管理認定看護師 

参加人数：高齢者入所施設管理者等 52名 

備 考：本研修と同様の資料を指導監査課主催の集団指導（オンライン形式）に提供。 
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(2)エイズ予防事業 

エイズのまん延防止のために予防啓発活動に努め、随時の相談や検査体制を整備し、ＨＩＶ検査に併

せて梅毒、クラミジア検査を実施しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 4 年度は

検査を一部中止しましたが、令和 5年度以降は平日 20回、休日 4回の検査を実施しています。 

              エイズ予防事業実績        (単位：件) 

年度 エイズ相談 ＨＩＶ検査 梅毒抗体検査 
クラミジア 

抗原検査 

4★1 40 567 516 500 

5 59 713 673 630 

6 39 678 636 599 

 

(3)肝炎ウイルス検査事業 

Ｂ・Ｃ型ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療のため、相談や検査を実施しています。新型コロナウ

イルス感染症の影響により、令和 4年度は検査を一部中止しましたが、令和 5年度以降は 12回の検査を

実施しています。 

             肝炎ウイルス検査事業実績      (単位：件) 

年度 相談 検査 

4 7 13★1 

5 8 42 

6 4 31 

 

 

（4）新型コロナウイルス感染症対策 

① クラスター（集団感染）対策 

クラスターにならないための感染拡大防止策として、高齢者施設、医療機関、学校及び保育園等

の日々の健康観察等が重要であるため、平時からの感染症対策の適切な方法等について、関係部署

と連携体制をとり、周知、指導等を行っています。 

また、クラスターが判明した場合には、積極的疫学調査の中で、感染症対策の取り組み状況の確

認、感染拡大しないために必要な措置及び指導等を実施しています。 

クラスター発生件数 

年度 医療機関・高齢者施設等 保育園・幼稚園・学校・事業所 

4 205 65 

5 107 6 

6 88 0 
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② 高齢者施設等への感染対策確認（予防訪問） 

高齢者施設等において平時に行われている感染対策の確認及び支援のため、個人防護具の使用状況や

消毒液の配置状況、スタッフの配置等について現地で確認を行い、必要な指導・支援を行っています。 

予防訪問件数 

年度 高齢者施設等 

5 110 

6 9 

 

③ 検査体制 

5類移行後も、新たな変異株の出現に注意することが必要であることから、ゲノムサーベイランスの一

環としてのゲノム解析等の検査を実施しています。(高齢者施設等の集団発生施設から提供を受けた検体

により実施) 

 

令和 6年度 ＰＣＲ検査   (単位：件) 

検査数 
検査結果 

陽性 陰性 

61 58 3 

 

令和 6年度ゲノム解析（全塩基配列を解析することにより、変異株の種類を確定） 

検査数・ 

検体採取 

延べ施設数 

検査結果 

合計 

オミクロン株 

判定不能 BA.2 系統 組換え系統 

BA.2.86 系統 XEC 系統 

検査件数 59 29 6 24 

検体採取※ 

延べ施設数 
25 15 5 5 

 ※検査を実施した検体全てが判定不能であった施設のみ判定不能に計上し、検査を実施した検体の一部

が判定不能であった施設は、検出された系統に計上。 
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７．保健所検査業務 

【健康危機対策課】 

感染症や食中毒等の健康危機対策及び日頃の地域保健対策を効果的に推進し、公衆衛生の向上を図るた

め、令和 3 年度に保健所保健総務課検査係は船橋市衛生試験所として地方衛生研究所全国協議会に加入し

ました。令和 7 年 4 月には、組織改正により、行政組織上の第三種事業所として衛生試験所を設け、機能

強化を図ることとしました。地域での、公衆衛生上の科学的かつ技術的に中核となる機関として、関係機

関と緊密な連携の下に、調査研究、試験検査、研修指導及び公衆衛生情報等の収集・解析・提供を行い、市

民の健康維持、増進に努めています。 

実績 

区分 主な内容 

①調査研究 学会発表 

・市内飲食店で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事例について 

（検査部門からの報告） 千葉県公衆衛生学会 口頭発表 2025 年 3月 

②試験検査 ・新型コロナウイルス感染症対策に係る試験検査について 

「６．感染症予防対策」中、「(4)新型コロナウイルス感染症対策」の、「③

検査体制」を参照。 

・上記を除く試験検査について 

「７．保健所検査業務」中、(1)から(5)までを参照。  

③研修指導・受講 指導実績 

・なし 

受講実績 

・実地疫学専門家養成研修（国立感染症研究所。以下「感染研」。） 

・保護具着用管理責任者養成講習会（中央労働災害防止協会） 

・衛生微生物技術協議会研究会（感染研） 

・食品化学検査研修（千葉県衛生研究所。以下「県衛研」。） 

・検査新任者研修（県衛研） 

・検査能力向上研修（感染研） 

・薬剤耐性菌技術研修（感染研） 

・地方衛生研究所全国協議会関東甲信静支部 ウイルス研究部会（地方衛

生研究所全国協議会。以下「地衛研協議会」。） 

・新興再興感染症技術研修（風疹ウイルス）（感染研） 

・結核診断研究会総会研修（結核感染診断研究会） 

・地衛研協議会関東甲信静ブロック地域レファレンスセンター会議（地衛

研協議会） 
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・地方衛生研究所等職員セミナー（地衛研協議会） 

・地衛研協議会関東甲信静支部 地域保健総合推進事業 地域専門家会議

（地衛研協議会） 

・希少感染症診断技術研修会（感染研） 

・地衛研協議会関東甲信静支部 細菌研究部会（地衛研協議会） 

・分子疫学研修（県衛研） 

・レジオネラ属菌検査フォローアップセミナー（島津ダイアグノスティク

ス） 

・地域感染症情報センター担当者会議（地衛研協議会） 

・地衛研協議会ゲノム班会議（地衛研協議会） 

・地衛研協議会精度管理部会研修会（地衛研協議会） 

④公衆衛生情報等の収集・

解析・提供 

5 類感染症患者数の推移を統計ソフトを用いて解析し、結果を保健所内に

提供。 

 

（1）微生物学的検査   

感染症発生時及び食中毒発生時の検査等を実施しています。 

     感染症対策検便検査実績         (単位：件) 

年度 4 5 6 

腸管出血性大腸菌 167 86 93 

赤痢菌 0 0 2 

     食中毒関連対策検査実績               (単位：件) 

年度 4 5 6 

細菌検査 2,534 2,948 2,390 

ウイルス検査 135 130 127 

ノロウイルス遺伝子型別解析 8 0 0 

     感染性胃腸炎対策検査実績           (単位：件) 

年度 4 5 6 

ウイルス検査 152 15 20 

ノロウイルス遺伝子型別解析 0 0 0 

                院内感染対策検査実績                 (単位：件) 

年度 4 5 6 

検体数 0 0 0 

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌 

（遺伝子パターン解析） 
0 0 0 
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薬剤耐性菌検査実績                (単位：件) 

年度 4 5 6 

検体数 13 1 3 

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌 10 1 2 

バンコマイシン耐性腸球菌 3 0 0 

薬剤耐性アシネトバクター 0 0 1 

         レジオネラ属菌検査実績               (単位：件) 

年度 4 5 6 

検体数 2 1 3 

喀痰 

培養法 2 0 3 

菌種・血清群 1 1 2 

遺伝子パターン解析 0 1 0 

                蚊媒介感染症検査実績           (単位：件) 

年度 4 5 6 

検体数 3 3 2 

蚊 

デングウイルス  －★2 0 2 

チクングニアウイルス －★2 0 2 

ジカウイルス －★2 0 2 

血液 

・ 

尿 

デングウイルス 3 3  0 

チクングニアウイルス 3 3  0 

ジカウイルス 3 3  0 

                               麻しん・風しん検査実績                    (単位：件) 

年度 5 6 

検体数 33 44 

麻しんウイルス 33 44 

麻しんウイルス遺伝子型別解析 0 1 

風しんウイルス 33 44 

風しんウイルス遺伝子型別解析 0 0 

                                エムポックス検査実績                     (単位：件) 

年度 4 

 

5 6 

検体数 0 6 5 

 

（2）臨床検査                                   

原子爆弾被爆者の健康診断としての尿検査、エイズ予防対策としてのＨＩＶ検査、性感染症予防対策

としての梅毒抗体検査、結核予防対策としてのクォンティフェロン（ＱＦＴ）検査、結核菌塗抹培養検

査を実施しています。  
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                 臨床検査実績               (単位：件) 

年度 4 5 6 

尿検査 19 22 12 

ＨＩＶ検査 567 713 678 

梅毒抗体検査 516 673 636 

ＱＦＴ検査 103 145 121 

結核菌検査 0 3 0 

 

（3）食品衛生検査                             

食品の安全性を確保する目的で、食品等の細菌数及び病原起因菌等の微生物学的検査並びに理化学的

検査を実施しています。 

食品検査実績        

 

 

 

 

 

（4）環境衛生検査                              

公衆浴場等の衛生状態を確認するために、レジオネラ属菌等の検査を実施しています。 

                 環境検査実績                (単位：件) 

年度 4★1 5 6 

レジオネラ属菌検査 

培養法 21 73 89 

迅速法 11 56 54 

菌種・血清群 0 14 0 

遺伝子パターン解析 0 12 0 

大腸菌群検査 0 6 32 

大腸菌検査 - - 19 

過マンガン酸カリウム消費量検査 0 16 51 

 

  

年度 4★1 5 6 

微生物学検査 
検体数 24 138 134 

項目数 48 268 260 

理化学的検査 
検体数 0 0 2 

項目数 0 0 8 
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（5）精度管理業務                                

検査結果の信頼性を確保する目的で、内部精度管理及び外部精度管理を実施しています。 

     内部精度管理実施実績               (単位：件) 

年度 4★1 5 6 

細菌検査 

添加回収試験 
一般細菌数

（生菌数） 
2 12 13 

陽性対照試験 

大腸菌群 2 11 12 

大腸菌 1 3 2 

黄色ブドウ球

菌 
0 0 0 

サルモネラ属

菌 
0 0 0 

腸炎ビブリオ 0 1 1 

クロストリジ

ウム属菌 
0 0 0 

繰り返し試験 
一般細菌数

（生菌数） 
2 4 5 

                 

               外部精度管理実施実績               (単位：件)   

年度 4 5 6 

一般財団法人 
食品薬品安全
センター 

細菌検査 

一般細菌数 1 1 1 

大腸菌群 1 1 1 

大腸菌 1 1 1 

黄色ブドウ球菌 1 1 1 

サルモネラ属菌 1 1 1 

腸内細菌科菌群 0 1 1 

厚生労働省 

細菌検査 コレラ菌 1 1 1 

ウイルス検査 

麻しん・風しんウイルス 0 1 1 

新型コロナウイルス 2 0 0 

新型コロナウイルス 

遺伝子解析 
1 1 0 

千葉県衛生研
究所 

細菌検査 

カンピロバクター属菌 0 1 0 

腸管出血性大腸菌 1 0 0 

結核菌 0 0 1 

ウイルス検査 ノロウイルス 1 1 1 

英国食料環境
研究庁 

細菌検査 レジオネラ属菌 0 1 0 

日水製薬株式
会社 

細菌検査 レジオネラ属菌 1 0 0 

島津ダイアグ
ノスティクス
株式会社 

細菌検査 レジオネラ属菌 0 0 1 

特定非営利活

動法人結核感

染診断研究会 

血液検査 QFT 検査 1 1 1 
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８．新たな感染症危機対策 

【健康危機対策課】 

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザ等感染

症以外も含めた幅広い感染症危機に備えるため「船橋市新型インフルエンザ等対策行動計画」の改定に着

手するとともに、令和 6 年 4 月に策定した「船橋市感染症の予防のための施策の実施に関する計画（船橋

市感染症予防計画）」に基づく取組状況や新たな感染症に対する医療体制の構築などに関する協議のための

会議を開催しています。 

また、感染症の感染拡大時に対応できる人材の確保や資質の向上を目的とした各種研修、訓練を行って

います。 

   

                        会議実績                （単位：回）                     

年度 5 6 

船橋市感染症対策連携会議 3 1 

船橋市感染症対策連携会議地域医療専門部会 2 1 

 

                      訓練実績                  （単位：回） 

年度 6 

新型インフルエンザ患者移送訓練 1 

 

                        研修実績                  （単位：回） 

年度 6 

ｅラーニングによる感染症予防計画に基づく感染症対策研修 1 

感染症対応研修（実践編） 2 

  

♦９．船橋市食品衛生監視指導計画 
【衛生指導課】 

船橋市では、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法に基づき、船橋市食品衛

生監視指導計画を毎年度策定しています。 

船橋市食品衛生監視指導計画では、本市の地域特性を考慮した食品衛生に関する監視指導を実施するた

め、監視指導の実施に関する基本方針や、重点監視指導を実施すべき項目に関すること、監視指導の実施

体制等を定めています。 

 

  



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 1―33 

１０．食品衛生事業 
【衛生指導課】 

食品関係営業施設について、許可処分を行います。また、定期的に施設の監視指導を実施し、食品の衛

生管理について指導及び助言を行うとともに、市内で流通する食品の収去検査により、食品の安全性確保

に努めます。さらに、食品営業者及び消費者を対象とした衛生講習会を通じ、食品衛生知識の普及向上を

図ります。 

(1) 営業施設の許可 

市内には、立地条件から大規模小売店舗や食品製造施設が多く、また、地方卸売市場も設置されている

ことなどから、食品関係営業施設はその数、集中度も県内有数となっています。 

                   食品関係営業施設数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) 営業施設の監視指導・収去検査 

食品製造施設の監視指導及び食品関係営業施設の一斉監視、食品の収去検査等を行います。 

            監視指導実績         （単位：件） 

年度 4★1 5 6 

監視件数 3,009 1,570 1,689 

 
要許可 2,034  1,418  1,545 

要届出 975 152 144 

無許可 5 1 3 

指導票交付 33 13 15 

違反食品 10 7 10 

苦情処理 234 275 263 

食中毒 10 8 8 

食中毒関連調査 25 54 65 

食品の収去検査検体数（※） 100 224 208 

食品の収去検査項目数（※） 4,295 6,342 6,345 

        ※買上げ検査を含みます。 

(3) 自主管理体制の強化と夏期及び年末における食中毒予防対策 

食品営業者等を対象に衛生講習会を開催します。また、新規営業者講習会、夏期の食中毒予防街頭啓発

活動事業等を船橋市食品衛生協会に業務委託を行い実施します。 

  

年度 
4 5 6 

要許可 要届出 要許可 要届出 要許可 要届出 

営業施設数 6,436 1,965 6,187 2,067 5,950 2,297 

新規許可件数 985 - 978 - 934 - 

継続許可件数 - - - - - - 

廃業件数 521 38 475 79 440 146 

不許可件数 3 - 4 - 5 

 
- 

ふぐ認証施設数 41 - 38 - 36 - 
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  食品衛生講習会実績 

年度 

4★1 5 6 

実施 

回数 

参加 

人数 

実施 

回数 

参加 

人数 

実施 

回数 

参加 

人数 

食品衛生講習会 42 650 48 1,057 46 1,679 

新規営業者講習会（※1） 4 19 6 35 6 12 

食品衛生責任者養成講習会（※2） 12 663 12 643 12 599 

※1食品衛生協会へ委託しております。 

※2 市長が指定した食品衛生責任者を養成するための講習会として食品衛生協会が実施しております。 

 

食中毒予防啓発事業実績  （令和 6年度） 

夏期一斉監視指導 7月 1日から 7月 31日まで 

食品衛生月間の実施 8 月 1日から 8月 31日まで 

食中毒注意報発令 6月 1日から 9月 30日まで 

食中毒警報発令 7月 9日から 9月 30日まで 

食中毒予防広報の実施 6月 5日 

年末一斉監視指導 12 月 1日から 12月 31日まで 

 

♦１１．船橋市環境衛生監視指導計画 
 【衛生指導課】 

 船橋市では、関係法令に基づき営業施設の許認可、立入検査、衛生管理指導及び啓発を実施するため船

橋市環境衛生監視指導計画を策定しています。 

船橋市環境衛生監視指導計画では、安全、安心な生活を確保し、健康被害を未然に防ぐための取り組み

を推進するため、生活衛生に関する情報提供及び普及啓発、感染症等健康被害発生時の対応、監視の基本

方針や、重点取組事項等を定めています。 

 

１２．生活衛生事業 
【衛生指導課】 

理容所、美容所、クリーニング所、旅館、公衆浴場、興行場などの生活衛生関係営業施設について、各

法に基づき確認・許可及び監視指導を行います。 

また、化製場、遊泳用プールなどの生活衛生関係施設については、立入検査を実施し、衛生上の危害発生

防止及び水質管理などについて指導を行います。 

 水道施設、特定建築物などについては、水道法、小規模水道条例、建築物衛生法に基づき、立入検査を実

施し、水質管理及び施設の衛生管理などについて指導を行います。 

  



  ★1・・・新型コロナウイルス感染症の影響により縮小 

★2・・・新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

基本施策 1―35 

 

  生活衛生関係施設数及び監視件数 

年度 

4★1 5 6 

施設数 監視件数 
監視率 

（％） 
施設数 監視件数 

監視率 

（％） 
施設数 監視件数 

監視率 

（％） 

興行場 9 3 33 10 3 30  12  4  33 

旅館 72 38 53 72 60 83  73  61  84 

公衆浴場 41 1 2 42 39 93  38  38  100 

理容所 357 0 0 352 75 21  331  104  31 

美容所 962 1 0 983 201 20  960  260  27 

クリーニング所 289 0 0 273 48 18  238  84  35 

特定建築物 102 42 41 106 31 29  107  32  30 

化製場 38 34 89 36 34 94 36  33  92 

遊泳用プール 21 9 43 20 18 90  19 18  95 

水道施設 1,097 103 9 1,098 142 13  1,096  140 13 

温泉 2 0 0 2 2 100 2 2 100 

建築物衛生事業登録 64 10 16 58 16 28  61  15  25 

 

１３．上水道配水管布設費助成金                     

【健康政策課】 

市民の飲料水確保及び公衆衛生の向上のため、飲用井戸水から有害化学物質が検出され、上水道に切り

替えようとする市民及び井戸水を上水道に切り替えようとする 10世帯以上の市民からなる組合に対し、千

葉県又は習志野市が所管する上水道配水管布設（敷地内への引込みを除く）に係る工事費負担金の一部を

助成します。 

※ 平成 22年度（1件、600,000 円）を最後に申請なし。 


